
 『建設業に係る法改正のご紹介及び建設業法・関連業法Q＆Aセミナー』
平成29年6月20日（火）14:00~16:00開催！
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会　場 ： モバフ新宿アイランド (東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー20階)
講　師 ： オータ事務所（株）　執行役員営業部長  小林正和
定　員 ： 90名 （お申込み多数の場合は先着順とさせて頂きます。お早目のお申込みをお待ちしております。）
参加費 ： お一人様￥10，000-（税込）
【主催】　（一社）建設産業活性化センター　連絡先 事務局：佐野
　　　　東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー22階
　　　　TEL：03-5339-3295  FAX：03-3340-0507　E-Mail cals@ota.co.jp　URL  http://www.k-cals.or.jp
【協賛】　オータ事務所（株）

FAX：03-3340-0507
↓↓　下記ご記入の上、メールまたはFAXにてお申込み下さい。後日、受講証をお送り致します。　↓↓
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セミナー申込書
（一社）建設産業活性化センター主催のセミナーに参加申込みをします。

今後の参考にさせて頂きます
ご意見・ご要望をお聞かせ
ください

法改正への対応や法令を順守する上で、このような疑問はありませんか？
・経営業務の管理責任者の要件がまた緩和されるって聞いたけど、どうなるの？
・残業時間の上限が規制されるって聞いたけど、どうなりそうなの？
・許可を持っていない営業所で営業活動をする場合、見積書や契約書に記載する名称を
  許可を持っている営業所にすれば問題ない？
・公共工事の場合、配置技術者は3カ月以上の雇用関係が求められるが、民間工事の
  場合は、何カ月以上必要なの？

お支払い方法 お申込確認後、ご請求書をお送り致します。お振込をお願いします。

建設業を営む上で順守しなければならない法令は複雑かつ膨大です。
直近で法改正されたもの、される予定のものをご紹介するとともに、
昨年大好評頂いたQ＆A形式のセミナーをパワーアップして講演致します。
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